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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エンジンと、
　動力を入出力可能な第１モータと、
　車軸に連結された駆動軸と前記エンジンの出力軸と前記第１モータの回転軸とに３つの
回転要素が共線図上で前記駆動軸，前記出力軸，前記回転軸の順に並ぶように接続された
プラネタリギヤと、
　前記駆動軸に動力を入出力可能な第２モータと、
　前記第１モータおよび前記第２モータと電力をやりとり可能なバッテリと、
　を備えるハイブリッド自動車であって、
　前記エンジンを負荷運転しながら後進走行する所定時には、前記駆動軸に要求される後
進走行方向の要求トルクと、前記エンジンの負荷運転に伴って前記駆動軸に作用する前進
走行方向のトルクをキャンセルするためのキャンセルトルクと、の和のトルクを前記第２
モータから前記駆動軸に出力することができるように前記エンジンの上限出力を設定し、
該上限出力以下の範囲内で前記エンジンの目標出力を設定し、該目標出力が前記エンジン
から出力されると共に前記要求トルクにより走行するように前記エンジンと前記第１モー
タと前記第２モータとを制御する制御手段、
　を備え、
　前記制御手段は、前記所定時には、前記要求トルクに対応する要求パワーと前記上限出
力としての上限パワーとの大小関係と、前記要求パワーと前記バッテリの充電要求パワー
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との和と前記上限パワーとの大小関係と、の少なくとも一方に応じて、前記上限パワー以
下の範囲内で、前記目標出力としての目標パワーを設定する、
　ことを特徴とするハイブリッド自動車。
【請求項２】
　請求項１記載のハイブリッド自動車であって、
　前記制御手段は、前記所定時において、前記要求パワーと前記充電要求パワーとの和が
前記上限パワー以下のときには、前記要求パワーと前記充電要求パワーとの和を前記目標
パワーに設定する、
　ことを特徴とするハイブリッド自動車。
【請求項３】
　請求項１または２記載のハイブリッド自動車であって、
　前記制御手段は、前記所定時において、前記要求パワーが前記上限パワーより大きいと
きおよび前記要求パワーが前記上限パワー以下で且つ前記要求パワーと前記充電要求パワ
ーとの和が前記上限パワーより大きいときには、前記上限パワーを前記目標パワーに設定
する、
　ことを特徴とするハイブリッド自動車。
【請求項４】
　請求項３記載のハイブリッド自動車であって、
　情報を表示する表示手段を備え、
　前記制御手段は、前記所定時において、前記要求パワーが前記上限パワーより大きいと
きには、後進走行を継続可能な走行可能時間および走行可能距離の少なくとも一方が表示
されるように前記表示手段を制御する、
　ことを特徴とするハイブリッド自動車。
【請求項５】
　請求項４記載のハイブリッド自動車であって、
　前記制御手段は、前記所定時において、前記要求パワーが前記上限パワーより大きいと
きには、前記バッテリの蓄電割合と許容下限割合との差分を前記要求パワーと前記上限パ
ワーとの差分で除して前記走行可能時間を演算し、車速と前記走行可能時間との積として
前記走行可能距離を演算する、
　ことを特徴とするハイブリッド自動車。
【請求項６】
　請求項１ないし５のいずれか１つの請求項に記載のハイブリッド自動車であって、
　前記制御手段は、前記所定時には、前記要求トルクと前記第２モータから前記駆動軸に
出力可能な後進走行方向の上限トルクとの差分を前記出力軸のトルクに換算して得られる
前記エンジンの上限トルクと、前記エンジンの上限回転数と、の積を前記上限パワーに設
定する、
　ことを特徴とするハイブリッド自動車。
                                                                                
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ハイブリッド自動車に関し、詳しくは、エンジンと、動力を入出力可能な第
１モータと、車軸に連結された駆動軸とエンジンの出力軸と第１モータの回転軸とに３つ
の回転要素が共線図上で駆動軸，出力軸，回転軸の順に並ぶように接続されたプラネタリ
ギヤと、駆動軸に動力を入出力可能な第２モータと、第１モータおよび第２モータと電力
をやりとり可能なバッテリと、を備えるハイブリッド自動車に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種のハイブリッド自動車としては、エンジンと、第１回転電機と、車軸とエ
ンジンの出力軸と第１回転電機の出力軸とにリングギヤとキャリアとサンギヤとが接続さ
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れた第１プラネタリ機構と、第２回転電機と、車軸と第２回転電機の出力軸とにリングギ
ヤとサンギヤとが接続されると共にキャリアが固定された第２プラネタリ機構と、第１回
転電機や第２回転電機と電力をやりとりする蓄電装置とを備え、後進走行する際に、蓄電
装置のＳＯＣ値が充電開始閾値以下に至るとエンジンを始動して第１回転電機による強制
充電を開始し、ＳＯＣ値が充電終了閾値以上に至ると強制充電を終了するものが提案され
ている（例えば、特許文献１参照）。このハイブリッド自動車では、後進走行する際に、
傾斜度が傾斜度閾値以上のときには、傾斜度が傾斜度閾値未満のときに比して充電開始閾
値および充電終了閾値を小さくすることにより、エンジンの始動を遅らせて、エンジンの
負荷運転による車軸における駆動力の低下を遅らせ、目標の走行持続距離を達成できるよ
うにしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－２２１７４５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　こうしたハイブリッド自動車では、エンジンを負荷運転しながら後進走行する際に、エ
ンジンの出力、即ち、エンジンから第１プラネタリ機構を介して車軸に作用する前進走行
方向のトルクの大きさによっては、駆動軸に要求される後進走行方向の要求トルクを、第
２回転電機から駆動軸に出力される後進走行方向のトルクにより十分に賄うことができず
、走行性能が低下してしまう場合がある。
【０００５】
　本発明のハイブリッド自動車は、エンジンを負荷運転しながら後進走行する際の走行性
能の低下を抑制することを主目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明のハイブリッド自動車は、上述の主目的を達成するために以下の手段を採った。
【０００７】
　本発明のハイブリッド自動車は、
　エンジンと、
　動力を入出力可能な第１モータと、
　車軸に連結された駆動軸と前記エンジンの出力軸と前記第１モータの回転軸とに３つの
回転要素が共線図上で前記駆動軸，前記出力軸，前記回転軸の順に並ぶように接続された
プラネタリギヤと、
　前記駆動軸に動力を入出力可能な第２モータと、
　前記第１モータおよび前記第２モータと電力をやりとり可能なバッテリと、
　を備えるハイブリッド自動車であって、
　前記エンジンを負荷運転しながら後進走行する所定時には、前記駆動軸に要求される後
進走行方向の要求トルクと、前記エンジンの負荷運転に伴って前記駆動軸に作用する前進
走行方向のトルクをキャンセルするためのキャンセルトルクと、の和のトルクを前記第２
モータから前記駆動軸に出力することができるように前記エンジンの上限出力を設定し、
該上限出力以下の範囲内で前記エンジンの目標出力を設定し、該目標出力が前記エンジン
から出力されると共に前記要求トルクにより走行するように前記エンジンと前記第１モー
タと前記第２モータとを制御する制御手段、
　を備えることを特徴とする。
【０００８】
　この本発明のハイブリッド自動車では、エンジンを負荷運転しながら後進走行する所定
時には、駆動軸に要求される後進走行方向の要求トルクと、エンジンの負荷運転に伴って
駆動軸に作用する前進走行方向のトルクをキャンセルするためのキャンセルトルクと、の



(4) JP 6090273 B2 2017.3.8

10

20

30

40

50

和のトルクを第２モータから駆動軸に出力することができるようにエンジンの上限出力を
設定し、上限出力以下の範囲内でエンジンの目標出力を設定し、目標出力がエンジンから
出力されると共に要求トルクにより走行するようにエンジンと第１モータと第２モータと
を制御する。このように、上限出力以下の範囲内の目標出力がエンジンから出力されるよ
うにエンジンを制御することにより、第２モータから駆動軸に要求トルクとキャンセルト
ルクとの和のトルクを出力することができ、要求トルクにより後進走行することができる
。この結果、後進走行する際に走行性能が低下するのを抑制することができる。特に、登
坂路を後進走行する際など要求トルクの大きさが大きくなりやすいときに、このように制
御することの意義が大きい。もとより、エンジンを負荷運転する、即ち、エンジンからの
出力を用いて第１モータにより発電を行なうことにより、バッテリの蓄電割合の低下を抑
制することができる。ここで、「上限出力」や「目標出力」は、トルクの上限値や目標値
を意味するものとしてもよいし、トルクと回転数とにより得られるパワーの上限値や目標
値を意味するものとしてもよい。
【０００９】
　こうした本発明のハイブリッド自動車において、前記制御手段は、前記所定時には、前
記要求トルクに対応する要求パワーと前記上限出力としての上限パワーとの大小関係と、
前記要求パワーと前記バッテリの充電要求パワーとの和と前記上限パワーとの大小関係と
、の少なくとも一方に応じて、前記上限パワー以下の範囲内で、前記目標出力としての目
標パワーを設定する、ものとすることもできる。
【００１０】
　所定時に要求パワーと上限パワーとの大小関係や要求パワーと充電要求パワーとの和と
上限パワーとの大小関係に応じて目標パワーを設定する態様の本発明のハイブリッド自動
車において、前記制御手段は、前記所定時において、前記要求パワーと前記充電要求パワ
ーとの和が前記上限パワー以下のときには、前記要求パワーと前記充電要求パワーとの和
を前記目標パワーに設定する、ものとすることもできる。この場合、充電要求パワーに相
当する電力でバッテリを充電しながら要求トルクにより後進走行することができる。
【００１１】
　また、所定時に要求パワーと上限パワーとの大小関係や要求パワーと充電要求パワーと
の和と上限パワーとの大小関係に応じて目標パワーを設定する態様の本発明のハイブリッ
ド自動車において、前記制御手段は、前記所定時において、前記要求パワーが前記上限パ
ワーより大きいときおよび前記要求パワーが前記上限パワー以下で且つ前記要求パワーと
前記充電要求パワーとの和が前記上限パワーより大きいときには、前記上限パワーを前記
目標パワーに設定する、ものとすることもできる。この場合、要求パワーが上限パワーよ
り小さく且つ要求パワーと充電要求パワーとの和が上限パワーより大きいときには、上限
パワーから要求パワーを減じた値に相当する電力でバッテリを充電しながら要求トルクに
より後進走行することができる。また、要求パワーが上限パワーと等しく且つ要求パワー
と充電要求パワーとの和が上限パワーより大きいときには、バッテリを充放電させずに要
求トルクにより後進走行することができる。さらに、要求パワーが上限パワーより大きい
ときには、要求パワーから上限出力を減じた値に相当する電力をバッテリから放電させる
（バッテリの蓄電割合が低下する）ことになるが、要求トルクにより後進走行することが
できる。この態様の本発明のハイブリッド自動車において、情報を表示する表示手段を備
え、前記制御手段は、前記所定時において、前記要求パワーが前記上限パワーより大きい
ときには、後進走行を継続可能な走行可能時間および走行可能距離の少なくとも一方が表
示されるように前記表示手段を制御する、ものとすることもできる。こうすれば、走行可
能時間や走行可能距離を運転者に報知することができる。この態様の本発明のハイブリッ
ド自動車において、前記制御手段は、前記所定時において、前記要求パワーが前記上限パ
ワーより大きいときには、前記バッテリの蓄電割合と許容下限割合との差分を前記要求パ
ワーと前記上限パワーとの差分で除して前記走行可能時間を演算し、車速と前記走行可能
時間との積として前記走行可能距離を演算する、ものとすることもできる。
【００１２】
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　さらに、所定時に要求パワーと上限パワーとの大小関係や要求パワーと充電要求パワー
との和と上限パワーとの大小関係に応じて目標パワーを設定する態様の本発明のハイブリ
ッド自動車において、前記制御手段は、前記所定時には、前記要求トルクと前記第２モー
タから前記駆動軸に出力可能な後進走行方向の上限トルクとの差分を前記出力軸のトルク
に換算して得られる前記エンジンの上限トルクと、前記エンジンの上限回転数と、の積を
前記上限パワーに設定する、ものとすることもできる。この態様の本発明のハイブリッド
自動車において、前記上限回転数は、前記プラネタリギヤのピニオンギヤの性能に基づく
前記エンジンの上限回転数である第１仮上限回転数と、前記第１モータの性能に基づく前
記エンジンの上限回転数である第２仮上限回転数と、前記エンジンの定格値としての第３
仮上限回転数と、の最小値を値０で下限ガードして設定される、ものとすることもできる
。こうすれば、エンジンや第１モータ，プラネタリギヤのピニオンギヤの保護を図ること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の一実施例としてのハイブリッド自動車２０の構成の概略を示す構成図で
ある。
【図２】実施例のＨＶＥＣＵ７０により実行される所定時制御ルーチンの一例を示すフロ
ーチャートである。
【図３】要求トルク設定用マップの一例を示す説明図である。
【図４】所定時のプラネタリギヤ３０の回転要素における回転数とトルクとの力学的な関
係を示す共線図の一例を示す説明図である。
【図５】エンジン目標運転ポイント設定処理の一例を示すフローチャートである。
【図６】駆動軸３６の回転数Ｎｒとエンジン２２の上限回転数Ｎｅｍａｘとの関係の一例
を示す説明図である。
【図７】所定時でバッテリ５０の充電が要求されているときの要求パワーＰｒ＊，バッテ
リ５０の充電要求パワーＰｃｈ＊，エンジン２２の目標パワーＰｅ＊，実際の走行パワー
（実Ｐｒ），バッテリ５０の実際の充放電電力（充電時には実Ｐｃｈ，放電時には実Ｐｄ
ｉ）の関係の一例を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　次に、本発明を実施するための形態を実施例を用いて説明する。
【実施例】
【００１５】
　図１は、本発明の一実施例としてのハイブリッド自動車２０の構成の概略を示す構成図
である。実施例のハイブリッド自動車２０は、図示するように、ガソリンや軽油などを燃
料として動力を出力するエンジン２２と、エンジン２２を駆動制御するエンジン用電子制
御ユニット（以下、「エンジンＥＣＵ」という）２４と、エンジン２２の出力軸としての
クランクシャフト２６にダンパ２８を介して複数のピニオンギヤ３３を連結したキャリヤ
３４が接続されると共に駆動輪６３ａ，６３ｂにデファレンシャルギヤ６２とギヤ機構６
０とを介して連結された駆動軸３６にリングギヤ３２が接続されたシングルピニオン式の
プラネタリギヤ３０と、例えば周知の同期発電電動機として構成されてプラネタリギヤ３
０のサンギヤ３１に回転子が接続されたモータＭＧ１と、例えば周知の同期発電電動機と
して構成されて駆動軸３６に減速ギヤ３５を介して回転子が接続されたモータＭＧ２と、
モータＭＧ１，ＭＧ２を駆動するためのインバータ４１，４２と、インバータ４１，４２
のスイッチング素子をスイッチング制御することによってモータＭＧ１，ＭＧ２を駆動制
御するモータ用電子制御ユニット（以下、「モータＥＣＵ」という）４０と、例えばリチ
ウムイオン二次電池として構成されてインバータ４１，４２を介してモータＭＧ１，ＭＧ
２と電力をやりとりするバッテリ５０と、バッテリ５０を管理するバッテリ用電子制御ユ
ニット（以下、「バッテリＥＣＵ」という）５２と、車両全体を制御するハイブリッド用
電子制御ユニット（以下、「ＨＶＥＣＵ」という）７０と、を備える。
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【００１６】
　エンジンＥＣＵ２４は、図示しないが、ＣＰＵを中心とするマイクロプロセッサとして
構成されており、ＣＰＵの他に、処理プログラムを記憶するＲＯＭやデータを一時的に記
憶するＲＡＭ，入出力ポート，通信ポートを備える。エンジンＥＣＵ２４には、エンジン
２２を運転制御するのに必要な各種センサからの信号が入力ポートを介して入力されてお
り、エンジンＥＣＵ２４からは、エンジン２２を運転制御するための種々の制御信号が出
力ポートを介して出力されている。エンジンＥＣＵ２４は、エンジン２２のクランクシャ
フト２６に取り付けられた図示しないクランクポジションセンサからの信号に基づいてエ
ンジン２２の回転数Ｎｅを演算している。
【００１７】
　モータＥＣＵ４０は、図示しないが、ＣＰＵを中心とするマイクロプロセッサとして構
成されており、ＣＰＵの他に、処理プログラムを記憶するＲＯＭやデータを一時的に記憶
するＲＡＭ，入出力ポート，通信ポートを備える。モータＥＣＵ４０には、モータＭＧ１
，ＭＧ２を駆動制御するのに必要な各種センサからの信号、例えば、モータＭＧ１，ＭＧ
２の回転子の回転位置を検出する回転位置検出センサ４３，４４からのモータＭＧ１，Ｍ
Ｇ２の回転子の回転位置θｍ１，θｍ２などが入力ポートを介して入力されており、モー
タＥＣＵ４０からは、インバータ４１，４２の図示しないスイッチング素子へのスイッチ
ング制御信号などが出力ポートを介して出力されている。また、モータＥＣＵ４０は、回
転位置検出センサ４３，４４からのモータＭＧ１，ＭＧ２の回転子の回転位置θｍ１，θ
ｍ２に基づいてモータＭＧ１，ＭＧ２の回転数Ｎｍ１，Ｎｍ２を演算している。
【００１８】
　バッテリＥＣＵ５２は、図示しないが、ＣＰＵを中心とするマイクロプロセッサとして
構成されており、ＣＰＵの他に、処理プログラムを記憶するＲＯＭやデータを一時的に記
憶するＲＡＭ，入出力ポート，通信ポートを備える。バッテリＥＣＵ５２には、バッテリ
５０を管理するのに必要な各種センサからの信号、例えば、バッテリ５０の端子間に設置
された電圧センサ５１ａからの端子間電圧Ｖｂやバッテリ５０の出力端子に接続された電
力ラインに取り付けられた電流センサ５１ｂからの充放電電流Ｉｂ，バッテリ５０に取り
付けられた温度センサ５１ｃからの電池温度Ｔｂなどが入力ポートを介して入力されてい
る。また、バッテリＥＣＵ５２は、バッテリ５０を管理するために、電流センサ５１ｂに
より検出されたバッテリ５０の充放電電流Ｉｂの積算値に基づいてそのときのバッテリ５
０から放電可能な電力の容量の全容量に対する割合である蓄電割合ＳＯＣを演算している
。
【００１９】
　ＨＶＥＣＵ７０は、図示しないが、ＣＰＵを中心とするマイクロプロセッサとして構成
されており、ＣＰＵの他に、処理プログラムを記憶するＲＯＭやデータを一時的に記憶す
るＲＡＭ，入出力ポート，通信ポートを備える。ＨＶＥＣＵ７０には、イグニッションス
イッチ８０からのイグニッション信号，シフトレバー８１の操作位置を検出するシフトポ
ジションセンサ８２からのシフトポジションＳＰ，アクセルペダル８３の踏み込み量を検
出するアクセルペダルポジションセンサ８４からのアクセル開度Ａｃｃ，ブレーキペダル
８５の踏み込み量を検出するブレーキペダルポジションセンサ８６からのブレーキペダル
ポジションＢＰ，車速センサ８８からの車速Ｖ，勾配センサ８９からの路面勾配θｒｇな
どが入力ポートを介して入力されており、ＨＶＥＣＵ７０からは、情報を表示するディス
プレイ９０への表示制御信号などが出力ポートを介して出力されている。また、ＨＶＥＣ
Ｕ７０は、エンジンＥＣＵ２４やモータＥＣＵ４０，バッテリＥＣＵ５２と通信可能に接
続されており、エンジンＥＣＵ２４やモータＥＣＵ４０，バッテリＥＣＵ５２と各種制御
信号やデータのやりとりを行なっている。なお、実施例のハイブリッド自動車２０では、
シフトレバー８１の操作位置（シフトポジションセンサ８２により検出されるシフトポジ
ションＳＰ）としては、駐車時に用いる駐車ポジション（Ｐポジション），後進走行用の
リバースポジション（Ｒポジション），中立のニュートラルポジション（Ｎポジション）
，前進走行用のドライブポジション（Ｄポジション）などがある。
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【００２０】
　こうして構成された実施例のハイブリッド自動車２０は、エンジン２２の運転を伴って
走行するハイブリッド走行モード（ＨＶ走行モード）やエンジン２２の運転を停止して走
行する電動走行モード（ＥＶ走行モード）で走行する。
【００２１】
　次に、こうして構成された実施例のハイブリッド自動車２０の動作、特に、エンジン２
２を負荷運転しながら後進走行する所定時の動作について説明する。図２は、実施例のＨ
ＶＥＣＵ７０により実行される所定時制御ルーチンの一例を示すフローチャートである。
このルーチンは、所定時に所定時間毎（例えば数ｍｓｅｃ毎）に繰り返し実行される。
【００２２】
　所定時制御ルーチンが実行されると、ＨＶＥＣＵ７０は、まず、アクセルペダルポジシ
ョンセンサ８４からのアクセル開度Ａｃｃや車速センサ８８からの車速Ｖ，モータＭＧ１
，ＭＧ２の回転数Ｎｍ１，Ｎｍ２，バッテリ５０の蓄電割合ＳＯＣなど制御に必要なデー
タを入力する（ステップＳ１００）。ここで、モータＭＧ１，ＭＧ２の回転数Ｎｍ１，Ｎ
ｍ２は、回転位置検出センサ４３，４４により検出されたモータＭＧ１，ＭＧ２の回転子
の回転位置θｍ１，θｍ２に基づいて演算された値をモータＥＣＵ４０から通信により入
力するものとした。また、バッテリ５０の蓄電割合ＳＯＣは、電流センサ５１ｂにより検
出されたバッテリ５０の充放電電流Ｉｂの積算値に基づいて演算された値をバッテリＥＣ
Ｕ５２から通信により入力するものとした。
【００２３】
　こうしてデータを入力すると、入力したアクセル開度Ａｃｃと車速Ｖとに基づいて走行
に要求される（駆動軸３６に要求される）要求トルクＴｒ＊を設定し（ステップＳ１１０
）、設定した要求トルクＴｒ＊に駆動軸３６の回転数Ｎｒを乗じて、走行に要求される要
求パワーＰｒ＊を計算する（ステップＳ１２０）。ここで、要求トルクＴｒ＊は、実施例
では、アクセル開度Ａｃｃと車速Ｖと要求トルクＴｒ＊との関係を予め定めて要求トルク
設定用マップとして図示しないＲＯＭに記憶しておき、アクセル開度Ａｃｃと車速Ｖとが
与えられると記憶したマップから対応する要求トルクＴｒ＊を導出して設定するものとし
た。要求トルク設定用マップの一例を図３に示す。図示するように、要求トルクＴｒ＊に
は、負の値（後進走行方向の値）が設定される。また、駆動軸３６の回転数Ｎｒは、モー
タＭＧ２の回転数Ｎｍ２を減速ギヤ３５のギヤ比Ｇｒで除して計算したり、車速Ｖに換算
係数を乗じて計算したりすることができる。
【００２４】
　続いて、後述するエンジン目標運転ポイント設定処理によりエンジン２２の目標運転ポ
イントしての目標回転数Ｎｅ＊と目標トルクＴｅ＊とを設定する（ステップＳ１３０）。
そして、エンジン２２の目標回転数Ｎｅ＊と駆動軸３６の回転数Ｎｒ（＝Ｎｍ２／Ｇｒ）
とプラネタリギヤ３０のギヤ比ρとを用いて次式（１）によりモータＭＧ１の目標回転数
Ｎｍ１＊を計算すると共に計算した目標回転数Ｎｍ１＊とモータＭＧ１の現在の回転数Ｎ
ｍ１とエンジン２２の目標トルクＴｅ＊とプラネタリギヤ３０のギヤ比ρとを用いて式（
２）によりモータＭＧ１のトルク指令Ｔｍ１＊を計算する（ステップＳ１４０）。ここで
、式（１）は、プラネタリギヤ３０の回転要素に対する力学的な関係式である。所定時の
プラネタリギヤ３０の回転要素における回転数とトルクとの力学的な関係を示す共線図の
一例を図４に示す。図中、左のＳ軸はモータＭＧ１の回転数Ｎｍ１であるサンギヤ３１の
回転数を示し、Ｃ軸はエンジン２２の回転数Ｎｅであるキャリヤ３４の回転数を示し、Ｒ
軸はモータＭＧ２の回転数Ｎｍ２を減速ギヤ３５のギヤ比Ｇｒで除して得られるリングギ
ヤ３２（駆動軸３６）の回転数Ｎｒを示す。また、図中、Ｒ軸上の２つの太線矢印は、モ
ータＭＧ１から出力されてプラネタリギヤ３０を介して駆動軸３６に作用するトルクと、
モータＭＧ２から出力されて減速ギヤ３５を介して駆動軸３６に作用するトルクとを示す
。式（１）は、この共線図を用いれば容易に導くことができる。また、式（２）は、モー
タＭＧ１を目標回転数Ｎｍ１＊で回転させる（エンジン２２を目標回転数Ｎｅ＊で回転さ
せる）ためのフィードバック制御における関係式であり、右辺第１項はフィードフォワー
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ド項であり、右辺第２項，第３項はフィードバック項の比例項，積分項である。式（２）
中、右辺第２項の「ｋ１」は比例項のゲインであり、右辺第３項の「ｋ２」は積分項のゲ
インである。
【００２５】
　Nm1*=Ne*・(1+ρ)/ρ-Nm2/(Gr・ρ)                                  (1)
　Tm1*=-ρ・Te*/(1+ρ)+k1(Nm1*-Nm1)+k2∫(Nm1*-Nm1)dt    　(2)
【００２６】
　そして、次式（３）に示すように、要求トルクＴｒ＊にモータＭＧ１のトルク指令Ｔｍ
１＊をプラネタリギヤ３０のギヤ比ρで除した値を加えて更にこれを減速ギヤ３５のギヤ
比Ｇｒで除して、モータＭＧ２のトルク指令Ｔｍ２＊の仮の値としての仮トルクＴｍ２ｔ
ｍｐを計算し（ステップＳ１５０）、式（４）に示すように、モータＭＧ２の仮トルクＴ
ｍ２ｔｍｐを負のトルク制限Ｔｍ２ｌｉｍで制限して（下限ガードして）モータＭＧ２の
トルク指令Ｔｍ２＊を設定する（ステップＳ１６０）。ここで、式（３）は、図４の共線
図を用いれば容易に導くことができる。また、トルク制限Ｔｍ２ｌｉｍは、モータＭＧ２
から出力してもよいトルクの下限（絶対値としては上限）であり、例えば、モータＭＧ２
の回転数Ｎｍ２に応じた負側の定格値のトルクを用いることができる。
【００２７】
　Tm2tmp=(Tr*+Tm1*/ρ)/Gr                                           (3)
　Tm2*=max(Tm2tmp,Tm2lim)                                       (4)
【００２８】
　こうしてエンジン２２の目標回転数Ｎｅ＊や目標トルクＴｅ＊，モータＭＧ１，ＭＧ２
のトルク指令Ｔｍ１＊，Ｔｍ２＊を設定すると、エンジン２２の目標回転数Ｎｅ＊や目標
トルクＴｅ＊についてはエンジンＥＣＵ２４に、モータＭＧ１，ＭＧ２のトルク指令Ｔｍ
１＊，Ｔｍ２＊についてはモータＥＣＵ４０にそれぞれ送信して（ステップＳ１７０）、
本ルーチンを終了する。エンジン２２の目標回転数Ｎｅ＊と目標トルクＴｅ＊とを受信し
たエンジンＥＣＵ２４は、エンジン２２が目標回転数Ｎｅ＊と目標トルクＴｅ＊とからな
る運転ポイントで運転されるようにエンジン２２の吸入空気量制御や燃料噴射制御，点火
制御などを行なう。また、モータＭＧ１，ＭＧ２のトルク指令Ｔｍ１＊，Ｔｍ２＊を受信
したモータＥＣＵ４０は、モータＭＧ１，ＭＧ２がトルク指令Ｔｍ１＊，Ｔｍ２＊で駆動
されるようにインバータ４１，４２のスイッチング素子のスイッチング制御を行なう。
【００２９】
　次に、この図２の所定時制御ルーチンのステップＳ１３０の処理、即ち、図５に例示す
るエンジン目標運転ポイント設定処理によりエンジン２２の目標回転数Ｎｅ＊と目標トル
クＴｅ＊とを設定する処理について説明する。
【００３０】
　エンジン目標運転ポイント設定処理では、ＨＶＥＣＵ７０は、まず、バッテリ５０の蓄
電割合ＳＯＣに基づいてバッテリ５０の充電要求パワーＰｃｈ＊を設定する（ステップＳ
２００）。ここで、バッテリ５０の充電要求パワーＰｃｈ＊は、実施例では、バッテリ５
０の蓄電割合ＳＯＣと充電要求パワーＰｃｈ＊との関係を予め定めて図示しないＲＯＭに
記憶しておき、蓄電割合ＳＯＣが与えられると記憶したマップから対応する充電要求パワ
ーＰｃｈ＊を導出して設定するものとした。この充電要求パワーＰｃｈ＊は、蓄電割合Ｓ
ＯＣが目標割合ＳＯＣ＊（例えば５０％や５５％，６０％など）より小さいときには、値
０より大きい範囲内（充電側の範囲内）で蓄電割合ＳＯＣが小さいほど大きくなる傾向に
設定され、蓄電割合ＳＯＣが目標割合ＳＯＣ＊より大きいときには、値０より小さい範囲
内（放電側の範囲内）で蓄電割合ＳＯＣが大きいほど小さくなる（絶対値としては大きく
なる）傾向に設定される。なお、後進走行する際には、エンジン２２を負荷運転すると、
エンジン２２から出力されてプラネタリギヤ３０を介して駆動軸３６に作用する前進走行
方向のトルク（以下、「直達トルク」という）により、駆動軸３６に出力可能なトルクの
下限が大きくなる（絶対値としては小さくなる）。このため、バッテリ５０の充電が要求
されていないときには、図２の所定時制御ルーチンを実行せずに、エンジン２２を運転停
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止してモータＭＧ２からのトルク（パワー）により後進走行するのが好ましい。これを考
慮して、以下の説明では、エンジン２２を負荷運転する必要がある（バッテリ５０の充電
が要求されている）ときを考える。
【００３１】
　続いて、要求トルクＴｒ＊とモータＭＧ２のトルク制限Ｔｍ２ｌｉｍとプラネタリギヤ
３０のギヤ比ρと減速ギヤ３５のギヤ比Ｇｒとを用いて、次式（５）により、エンジン２
２の上限トルクＴｅｍａｘを計算する（ステップＳ２１０）。ここで、式（５）中、「Ｔ
ｍ２ｌｉｍ・Ｇｒ」は、モータＭＧ２から駆動軸３６に出力することができるトルクの下
限（後進走行方向のトルクの上限）を示す。また、式（５）の両辺を「１＋ρ」で除して
得られる「Ｔｅｍａｘ／（１＋ρ）」は、エンジン２２からの直達トルクの上限（前進走
行方向のトルクの上限）を示す。したがって、式（５）は、前進走行方向のトルクＴｅｍ
ａｘ／（１＋ρ）と後進走行方向のトルクＴｍ２ｌｉｍ・Ｇｒとにより駆動軸３６に要求
トルクＴｒ＊を出力することができるように、上限トルクＴｅｍａｘを計算することを意
味する。式（５）から分かるように、上限トルクＴｅｍａｘは、要求トルクＴｒ＊が小さ
い（後進走行方向のトルクとして大きい）ほど小さくなる。
【００３２】
　Temax=(Tr*-Tm2lim・Gr)・(1+ρ)                (5)
【００３３】
　そして、駆動軸３６の回転数Ｎｒ（＝Ｎｍ２／Ｇｒ）に基づいてエンジン２２の上限回
転数Ｎｅｍａｘを設定し（ステップＳ２２０）、エンジン２２の上限トルクＴｅｍａｘと
上限回転数Ｎｅｍａｘとの積をエンジン２２の上限パワーＰｅｍａｘに設定する（ステッ
プＳ２３０）。ここで、上限回転数Ｎｅｍａｘは、実施例では、以下の手法により計算す
るものとした。まず、モータＭＧ１の正側の定格値の回転数としての上限回転数Ｎｍ１ｍ
ａｘと駆動軸３６の回転数Ｎｒとプラネタリギヤ３０のギヤ比ρ（サンギヤの歯数／リン
グギヤの歯数）とを用いて、次式（６）により、モータＭＧ１の性能に基づくエンジン２
２の上限回転数Ｎｅｍａｘ（ｍｇ１）を計算する。ここで、式（６）は、上述の図４の共
線図を用いれば容易に導くことができる。続いて、プラネタリギヤ３０のピニオンギヤ３
３の正側の定格値の回転数としての上限回転数Ｎｐｉｎｍａｘと駆動軸３６の回転数Ｎｒ
とプラネタリギヤ３０のピニオンギヤ３３についてのギヤ比（ピニオンギヤ３３の歯数／
リングギヤ３２の歯数）γとを用いて、式（７）により、ピニオンギヤ３３の性能に基づ
くエンジン２２の上限回転数Ｎｅｍａｘ（ｐｉｎ）を計算する。そして、式（８）に示す
ように、エンジン２２の上限回転数Ｎｅｍａｘ（ｍｇ１），Ｎｅｍａｘ（ｐｉｎ）とエン
ジン２２の定格値の回転数としての上限回転数Ｎｅｍａｘ（ｅｇ）との最小値を値０で下
限ガードしてエンジン２２の上限回転数Ｎｅｍａｘを設定する。駆動軸３６の回転数Ｎｒ
とエンジン２２の上限回転数Ｎｅｍａｘとの関係の一例を図６に示す。そして、この上限
回転数Ｎｅｍａｘを後述のステップＳ３３０の処理でエンジン２２の目標回転数Ｎｅ＊に
設定することにより、エンジン２２やモータＭＧ１，プラネタリギヤ３０のピニオンギヤ
３３を保護しつつ、エンジン２２の回転数を大きくすることができる。これにより、エン
ジン２２から上限パワーＰｅｍａｘより小さいパワーを出力する場合には、上限回転数Ｎ
ｅｍａｘより小さい回転数でエンジン２２を運転するものに比してエンジン２２から出力
するトルクを小さくすることができ、エンジン２２からの直達トルク（前進走行方向のト
ルク）を小さくすることができる。なお、上述したように、要求トルクＴｒ＊が小さい（
後進走行方向のトルクとして大きい）ほど上限トルクＴｅｍａｘが小さくなるから、上限
パワーＰｅｍａｘも要求トルクＴｒ＊が小さいほど小さくなる。
【００３４】
　Nemax(mg1)=ρ・Nm1max/(1+ρ)+Nm2/(Gr・(1+ρ))         (6)
　Nemax(pin)=Nm2/Gr+γ・Npinmax                         (7)
　Nemax=max(min(Nemax(mg1),Nemax(pin),Nemax(eg)),0)             　(8)
【００３５】
　次に、要求パワーＰｒ＊をエンジン２２の上限パワーＰｅｍａｘと比較すると共に（ス
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テップＳ２４０）、要求パワーＰｒ＊にバッテリ５０の充電要求パワーＰｃｈ＊を加えた
値（Ｐｒ＊＋Ｐｃｈ＊）をエンジン２２の上限パワーＰｅｍａｘと比較する（ステップ２
５０）。
【００３６】
　ステップＳ２４０，Ｓ２５０で、要求パワーＰｒ＊および値（Ｐｒ＊＋Ｐｃｈ＊）がエ
ンジン２２の上限パワーＰｅｍａｘ以下のときには、値（Ｐｒ＊＋Ｐｃｈ＊）をエンジン
２２の目標パワーＰｅ＊に設定し（ステップＳ２６０）、エンジン２２の上限回転数Ｎｅ
ｍａｘをエンジン２２の目標回転数Ｎｅ＊に設定すると共に目標パワーＰｅ＊をエンジン
２２の目標回転数Ｎｅ＊で除してエンジン２２の目標トルクＴｅ＊を設定して（ステップ
Ｓ３３０）、エンジン目標運転ポイント設定処理を終了する。このように上限パワーＰｅ
ｍａｘ（＝Ｔｅｍａｘ・Ｎｅｍａｘ）以下の値（Ｐｒ＊＋Ｐｃｈ＊）を目標パワーＰｅ＊
に設定すると共に上限回転数Ｎｅｍａｘを目標回転数Ｎｅ＊に設定することにより、目標
トルクＴｅ＊は、上限トルクＴｅｍａｘ以下の値となる。
【００３７】
　この場合、ステップＳ３３０の処理で上限トルクＴｅｍａｘ以下の値を目標トルクＴｅ
＊に設定することにより、図２のステップＳ１５０の処理で設定するモータＭＧ２の仮ト
ルクＴｍ２ｔｍｐは、上述の式（２）のフィードフォワード項と式（３）と式（５）との
関係から、基本的には、トルク制限Ｔｍ２ｌｉｍの範囲内の値になる。このため、図２の
ステップＳ１６０の処理では、仮トルクＴｍ２ｔｍｐをトルク指令Ｔｍ２＊に設定するこ
とになる。これにより、要求トルクＴｒ＊と、エンジン２２からの直達トルクをキャンセ
ルするためのキャンセルトルクＴｃと、の和のトルクをモータＭＧ２から駆動軸３６に出
力することができる。この結果、要求トルクＴｒ＊（要求パワーＰｒ＊）により後進走行
することができる。また、この場合、ステップＳ２６０の処理で要求パワーＰｒ＊より大
きい値（Ｐｒ＊＋Ｐｃｈ＊）を目標パワーＰｅ＊に設定することにより、充電要求パワー
Ｐｃｈ＊に相当する電力でバッテリ５０を充電することができる。これにより、バッテリ
５０の蓄電割合ＳＯＣの低下を抑制することができる。
【００３８】
　ステップＳ２４０，Ｓ２５０で、要求パワーＰｒ＊がエンジン２２の上限パワーＰｅｍ
ａｘ以下で且つ値（Ｐｒ＊＋Ｐｃｈ＊）がエンジン２２の上限パワーＰｅｍａｘより大き
いときには、上限パワーＰｅｍａｘ（＝Ｎｅｍａｘ・Ｔｅｍａｘ）をエンジン２２の目標
パワーＰｅ＊に設定し（ステップＳ２７０）、エンジン２２の上限回転数Ｎｅｍａｘをエ
ンジン２２の目標回転数Ｎｅ＊に設定すると共に目標パワーＰｅ＊をエンジン２２の目標
回転数Ｎｅ＊で除して得られる値、即ち、上限トルクＴｅｍａｘをエンジン２２の目標ト
ルクＴｅ＊に設定して（ステップＳ３３０）、エンジン目標運転ポイント設定処理を終了
する。
【００３９】
　この場合、ステップＳ３３０の処理で上限トルクＴｅｍａｘを目標トルクＴｅ＊に設定
することにより、要求パワーＰｒ＊および値（Ｐｒ＊＋Ｐｃｈ＊）がエンジン２２の上限
パワーＰｅｍａｘ以下のときと同様に、要求トルクＴｒ＊（要求パワーＰｒ＊）により後
進走行することができる。また、この場合、ステップＳ２７０の処理で要求パワーＰｒ＊
以上の上限パワーＰｅｍａｘを目標パワーＰｅ＊に設定することにより、要求パワーＰｒ
＊が上限パワーＰｅｍａｘより小さいときには、上限パワーＰｅｍａｘから要求パワーＰ
ｒ＊を減じた値（Ｐｅｍａｘ－Ｐｒ＊）に相当する電力でバッテリ５０を充電することが
でき、要求パワーＰｒ＊が上限パワーＰｅｍａｘと等しいときには、バッテリ５０を充放
電しない。これにより、バッテリ５０の蓄電割合ＳＯＣの低下を抑制することができる。
【００４０】
　ステップＳ２４０で、要求パワーＰｒ＊がエンジン２２の上限パワーＰｅｍａｘより大
きいときには、上限パワーＰｅｍａｘをエンジン２２の目標パワーＰｅ＊に設定する（ス
テップＳ２８０）。そして、要求パワーＰｒ＊から上限パワーＰｅｍａｘを減じて、要求
パワーＰｒ＊により走行する際にバッテリ５０から放電されると想定される想定放電電力
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Ｐｄｉｅｓを計算し（ステップＳ２９０）、バッテリ５０の蓄電割合ＳＯＣから許容下限
割合ＳＯＣｍｉｎを減じた値（ＳＯＣ－ＳＯＣｍｉｎ）を想定放電電力Ｐｄｉｅｓで除し
て、バッテリ５０の蓄電割合ＳＯＣが許容下限割合ＳＯＣｍｉｎに至るまでに走行可能な
走行可能時間Ｔｒｕｎを計算し（ステップＳ３００）、車速Ｖに走行可能時間Ｔｒｕｎを
乗じて、バッテリ５０の蓄電割合ＳＯＣが許容下限割合ＳＯＣｍｉｎに至るまでに走行可
能な走行可能距離Ｌｒｕｎを計算し（ステップＳ３１０）、計算した走行可能時間Ｔｒｕ
ｎおよび走行可能距離Ｌｒｕｎをディスプレイ９０に表示出力する（ステップＳ３２０）
。ここで、許容下限割合ＳＯＣｍｉｎは、バッテリ５０の特性に応じて定められ、例えば
、２０％や２５％，３０％などとされる。
【００４１】
　このように、走行可能時間Ｔｒｕｎおよび走行可能距離Ｌｒｕｎをディスプレイ９０に
表示出力することにより、走行可能時間Ｔｒｕｎおよび走行可能距離Ｌｒｕｎを運転者に
報知することができる。この結果、これを確認した運転者に、走行可能時間Ｔｒｕｎや走
行可能距離Ｌｒｕｎを長くするための操作、例えば、アクセルペダル８３の踏込量を低下
させる（要求パワーＰｒ＊を低下させる）操作などを行なうか否かの判断を促すことがで
きる。
【００４２】
　そして、エンジン２２の上限回転数Ｎｅｍａｘをエンジン２２の目標回転数Ｎｅ＊に設
定すると共に目標パワーＰｅ＊（この場合、上限パワーＰｅｍａｘ（＝Ｎｅｍａｘ・Ｔｅ
ｍａｘ））をエンジン２２の目標回転数Ｎｅ＊で除して得られる値、即ち、上限トルクＴ
ｅｍａｘをエンジン２２の目標トルクＴｅ＊に設定して（ステップＳ３３０）、エンジン
目標運転ポイント設定処理を終了する。
【００４３】
　この場合、ステップＳ３３０の処理で上限トルクＴｅｍａｘを目標トルクＴｅ＊に設定
することにより、要求パワーＰｒ＊および値（Ｐｒ＊＋Ｐｃｈ＊）がエンジン２２の上限
パワーＰｅｍａｘ以下のときなどと同様に、要求トルクＴｒ＊（要求パワーＰｒ＊）によ
り後進走行することができる。また、この場合、ステップＳ２８０の処理で上限パワーＰ
ｅｍａｘを目標パワーＰｅ＊に設定することにより、要求パワーＰｒ＊により後進走行す
るために、要求パワーＰｒ＊から上限パワーＰｅｍａｘを減じた値（Ｐｒ＊－Ｐｅｍａｘ
）に相当する電力でバッテリ５０を放電させることになる。
【００４４】
　図７は、所定時でバッテリ５０の充電が要求されているときの要求パワーＰｒ＊，バッ
テリ５０の充電要求パワーＰｃｈ＊，エンジン２２の目標パワーＰｅ＊，実際の走行パワ
ー（実Ｐｒ），バッテリ５０の実際の充放電電力（充電時には実Ｐｃｈ，放電時には実Ｐ
ｄｉ）の関係の一例を示す説明図である。なお、図中、上限パワーＰｅｍａｘは、上述の
理由により、要求パワーＰｒ＊が大きいほど小さくなっている。
【００４５】
　図中１番左側に示すように、要求パワーＰｒ＊に充電要求パワーＰｃｈ＊を加えた値（
Ｐｒ＊＋Ｐｃｈ＊）が上限パワーＰｅｍａｘ以下のときには、値（Ｐｒ＊＋Ｐｃｈ＊）を
目標パワーＰｅ＊に設定する。これにより、充電要求パワーＰｃｈ＊に相当する電力（実
Ｐｃｈ）でバッテリ５０を充電しながら、要求パワーＰｒ＊に相当する走行パワー（実Ｐ
ｒ）により後進走行することができる。
【００４６】
　図中中央に示すように、また、要求パワーＰｒ＊が上限パワーＰｅｍａｘ以下で且つ値
（Ｐｒ＊＋Ｐｃｈ＊）が上限パワーＰｅｍａｘより大きいときには、上限パワーＰｅｍａ
ｘを目標パワーＰｅ＊に設定する。これにより、要求パワーＰｒ＊が上限パワーＰｅｍａ
ｘより小さいときには、上限パワーＰｅｍａｘから要求パワーＰｒ＊を減じた値に相当す
る電力（実Ｐｃｈ）でバッテリ５０を充電しながら、要求パワーＰｒ＊に相当する走行パ
ワー（実Ｐｒ）により後進走行することができ、要求パワーＰｒ＊が上限パワーＰｅｍａ
ｘと等しいときには、バッテリ５０を充放電させずに、要求パワーＰｒ＊に相当する走行
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パワー（実Ｐｒ）により後進走行することができる。
【００４７】
　図中１番右側に示すように、要求パワーＰｒ＊が上限パワーＰｅｍａｘより大きいとき
には、上限パワーＰｅｍａｘを目標パワーＰｅ＊に設定する。これにより、要求パワーＰ
ｒ＊から上限パワーＰｅｍａｘを減じた値に相当する電力（実Ｐｄｉ）でバッテリ５０を
放電させながら要求パワーＰｒ＊に相当する走行パワー（実Ｐｒ）により後進走行するこ
とができる。
【００４８】
　即ち、要求パワーＰｒ＊に拘わらず、いずれの場合も、要求パワーＰｒ＊に相当する走
行パワー（実Ｐｒ）により後進走行することができるのである。この結果、後進走行する
際に走行性能が低下するのを抑制することができる。特に、登坂路を後進走行する際など
要求パワーＰｒ＊が大きくなりやすいときに、このように制御することの意義が大きい。
【００４９】
　以上説明した実施例のハイブリッド自動車２０によれば、エンジン２２を負荷運転しな
がら後進走行する所定時には、要求トルクＴｒ＊と、エンジン２２の負荷運転に伴って駆
動軸３６に作用する前進走行方向のトルク（直達トルク）をキャンセルするためのキャン
セルトルクＴｃと、の和のトルクをモータＭＧ２から駆動軸３６に出力することができる
ようにエンジン２２の上限パワーＰｅｍａｘを設定し、上限パワーＰｅｍａｘ以下の範囲
内でエンジン２２が運転されると共にモータＭＧ２から駆動軸３６に要求トルクＴｒ＊と
キャンセルトルクＴｃとの和のトルクが出力されるようにエンジン２２とモータＭＧ１，
ＭＧ２とを制御するから、要求トルクＴｒ＊（要求パワーＰｒ＊）により後進走行するこ
とができ、後進走行する際に走行性能が低下するのを抑制することができる。
【００５０】
　ここで、所定時において、要求パワーＰｒ＊と充電要求パワーＰｃｈ＊との和が上限パ
ワーＰｅｍａｘ以下のときには、要求パワーＰｒ＊と充電要求パワーＰｃｈ＊との和を目
標パワーＰｅ＊に設定するから、充電要求パワーＰｃｈ＊に相当する電力でバッテリ５０
を充電しながら要求トルクＴｒ＊（要求パワーＰｒ＊）により後進走行することができる
。即ち、バッテリ５０の蓄電割合ＳＯＣの低下を抑制しながら要求トルクＴｒ＊により後
進走行することができる。
【００５１】
　また、所定時において、要求パワーＰｒ＊が上限パワーＰｅｍａｘ以下であり且つ要求
パワーＰｒ＊に充電要求パワーＰｃｈ＊を加えた値が上限パワーＰｅｍａｘより大きいと
きには、上限パワーＰｅｍａｘを目標パワーＰｅ＊に設定するから、要求パワーＰｒ＊が
上限パワーＰｅｍａｘより小さいときには、上限パワーＰｅｍａｘから要求パワーＰｒ＊
を減じた値に相当する電力でバッテリ５０を充電しながら要求トルクＴｒ＊（要求パワー
Ｐｒ＊）により後進走行することができ、要求パワーＰｒ＊が上限パワーＰｅｍａｘと等
しいときには、バッテリ５０を充放電させずに要求トルクＴｒ＊により後進走行すること
ができる。即ち、バッテリ５０の蓄電割合ＳＯＣの低下を抑制しながら要求トルクＴｒ＊
により後進走行することができる。
【００５２】
　さらに、所定時において、要求パワーＰｒ＊が上限パワーＰｅｍａｘより大きいときに
は、上限パワーＰｅｍａｘを目標パワーＰｅ＊に設定するから、バッテリ５０を放電させ
ることにはなるが、要求トルクＴｒ＊（要求パワーＰｒ＊）により後進走行することがで
きる。
【００５３】
　実施例のハイブリッド自動車２０では、所定時に要求パワーＰｒ＊が上限パワーＰｅｍ
ａｘより大きいときには、走行可能時間Ｔｒｕｎおよび走行可能距離Ｌｒｕｎを計算する
ものとしたが、これらの一方だけを計算するものとしてもよいし、両方共計算しないもの
としてもよい。
【００５４】
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　実施例のハイブリッド自動車２０では、所定時に要求パワーＰｒ＊が上限パワーＰｅｍ
ａｘより大きいときには、走行可能時間Ｔｒｕｎおよび走行可能距離Ｌｒｕｎをディスプ
レイ９０に表示出力するものとしたが、走行可能時間Ｔｒｕｎと走行可能距離Ｌｒｕｎと
のうち一方のみをディスプレ９０に表示出力するものとしてもよいし、走行可能距離Ｔｒ
ｕｎも走行可能距離Ｌｒｕｎもディスプレイ９０に表示出力しないものとしてもよい。
【００５５】
　実施例のハイブリッド自動車２０では、要求パワーＰｒ＊と上限パワーＰｅｍａｘとの
大小関係や要求パワーＰｒ＊とバッテリ５０の充電要求パワーＰｃｈ＊との和と上限パワ
ーＰｅｍａｘとの大小関係を用いて、上限パワーＰｅｍａｘ以下の範囲内で目標パワーＰ
ｅ＊を設定するものとしたが、要求トルクＴｒ＊，上限トルクＴｅｍａｘを駆動軸３６の
トルクに換算した値，充電要求パワーＰｃｈ＊を駆動軸３６のトルクに換算した値を用い
て、上限トルクＴｅｍａｘ以下の範囲内で目標トルクＴｅ＊を設定するものとしてもよい
。
【００５６】
　実施例のハイブリッド自動車２０では、所定時において、エンジン２２の上限回転数Ｎ
ｅｍａｘは、モータＭＧ１の性能に基づくエンジン２２の上限回転数Ｎｅｍａｘ（ｍｇ１
）と、ピニオンギヤ３３の性能に基づくエンジン２２の上限回転数Ｎｅｍａｘ（ｐｉｎ）
と、エンジン２２の定格値としての上限回転数Ｎｅｍａｘ（ｅｇ）と、の最小値を値０で
下限ガードして設定するものとしたが、駆動軸３６の回転数Ｎｒのみに応じて設定するも
のとしたり、所定値を用いるものとしたりしてもよい。
【００５７】
　実施例のハイブリッド自動車２０では、所定時のバッテリ５０の充電要求パワーＰｃｈ
＊は、バッテリ５０の蓄電割合ＳＯＣに応じて設定するものとしたが、蓄電割合ＳＯＣに
加えて、バッテリ５０の端子間電圧Ｖｂや電池温度Ｔｂなども考慮して設定するものとし
てもよい。
【００５８】
　実施例のハイブリッド自動車２０では、プラネタリギヤ３０は、シングルピニオン式と
して構成されるものとしたが、共線図上で、駆動軸３６，エンジン２２のクランクシャフ
ト２６，モータＭＧ１の回転軸と並ぶように３つの回転要素が接続されていれば、ダブル
ピニオン式として構成されるものとしてもよい。
【００５９】
　実施例のハイブリッド自動車２０では、モータＭＧ２の回転軸を、減速ギヤ３５を介し
て駆動軸３６に接続するものとしたが、２段や３段などの有段変速機や無段変速機を介し
て駆動軸３６に接続するものとしてもよいし、減速ギヤ３５や変速機などを介さずに直接
接続するものとしてもよい。
【００６０】
　実施例の主要な要素と課題を解決するための手段の欄に記載した発明の主要な要素との
対応関係について説明する。実施例では、エンジン２２が「エンジン」に相当し、モータ
ＭＧ１が「第１モータ」に相当し、プラネタリギヤ３０が「プラネタリギヤ」に相当し、
モータＭＧ２が「第２モータ」に相当し、バッテリ５０が「バッテリ」に相当し、図５の
エンジン目標運転ポイント設定処理を含む図２の所定時制御ルーチンを実行するＨＶＥＣ
Ｕ７０と、ＨＶＥＣＵ７０からのエンジン２２の目標回転数Ｎｅ＊や目標トルクＴｅ＊に
基づいてエンジン２２を制御するエンジンＥＣＵ２４と、ＨＶＥＣＵ７０からのモータＭ
Ｇ１，ＭＧ２のトルク指令Ｔｍ１＊，Ｔｍ２＊に基づいてモータＭＧ１，ＭＧ２（インバ
ータ４１，４２）を制御するモータＥＣＵ４０と、が「制御手段」に相当する。
【００６１】
　なお、実施例の主要な要素と課題を解決するための手段の欄に記載した発明の主要な要
素との対応関係は、実施例が課題を解決するための手段の欄に記載した発明を実施するた
めの形態を具体的に説明するための一例であることから、課題を解決するための手段の欄
に記載した発明の要素を限定するものではない。即ち、課題を解決するための手段の欄に
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記載した発明についての解釈はその欄の記載に基づいて行なわれるべきものであり、実施
例は課題を解決するための手段の欄に記載した発明の具体的な一例に過ぎないものである
。
【００６２】
　以上、本発明を実施するための形態について実施例を用いて説明したが、本発明はこう
した実施例に何等限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において、
種々なる形態で実施し得ることは勿論である。
【産業上の利用可能性】
【００６３】
　本発明は、ハイブリッド自動車の製造産業などに利用可能である。
【符号の説明】
【００６４】
　２０　ハイブリッド自動車、２２　エンジン、２４　エンジン用電子制御ユニット（エ
ンジンＥＣＵ）、２６　クランクシャフト、２８　ダンパ、３０　プラネタリギヤ、３１
　サンギヤ、３２　リングギヤ、３３　ピニオンギヤ、３４　キャリア、３５　減速ギヤ
、３６　駆動軸、４０　モータ用電子制御ユニット（モータＥＣＵ）、４１，４２　イン
バータ、４３，４４　回転位置検出センサ、５０　バッテリ、５１ａ　電圧センサ、５１
ｂ　電流センサ、５１ｃ　温度センサ、５２　バッテリ用電子制御ユニット（バッテリＥ
ＣＵ）、６０　ギヤ機構、６２　デファレンシャルギヤ、６３ａ，６３ｂ　駆動輪、７０
　ハイブリッド用電子制御ユニット（ＨＶＥＣＵ）、８０　イグニッションスイッチ、８
１　シフトレバー、８２　シフトポジションセンサ、８３　アクセルペダル、８４　アク
セルペダルポジションセンサ、８５　ブレーキペダル、８６　ブレーキペダルポジション
センサ、８８　車速センサ、８９　勾配センサ、９０　ディスプレイ、ＭＧ１，ＭＧ２　
モータ。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】
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